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30 労使団体が同一労働同一賃金の実現に向けて
考え方を整理

スペシャルトピック Special Topic

　同じ労働であれば同じ賃金を支払う
「同一労働同一賃金」の議論が本格化
している。厚生労働省は今年３月、一
億総活躍国民会議（２月23日）での安
倍総理の指示に基づき、有識者７人に
よる「同一労働同一賃金の実現に向け
た検討会」を設置。「同一労働同一賃金」
の実現を目指すための指針を策定する
ため、EU諸国の法制度等の把握や、
労使団体からのヒアリングなどを行っ
ている。同検討会で報告された経団連
の提言と連合の考え方を紹介する。

「日本型同一労働同一賃金」
のあり方を提言／経団連

　日本経済団体連合会（経団連）は７
月19日、「同一労働同一賃金の実現に
向けて」と題する提言を発表した。
　６月２日に閣議決定された「ニッポ
ン一億総活躍プラン」には、非正規雇
用労働者の処遇に関するルールを定め
る現行法（労働契約法、パートタイム
労働法、労働者派遣法）の的確な運用
を図るためにガイドラインを策定する
ことや、「不合理な待遇差に関する司
法判断の根拠規定の整備」「非正規雇
用労働者と正規労働者の待遇差に関す
る企業の説明義務の整備」等を含め、
現行法の一括改正等を検討すること等
が盛り込まれている。
　こうしたなか、提言では、わが国の
雇用慣行に留意した「日本型同一労働
同一賃金」を目指す観点から、日欧の
賃金制度や雇用慣行、法制度との相違
を整理したうえで、経団連としての基

本的な考え方と、非正規従業員の総合
的な待遇改善に向けた具体策を提起し
た。

欧州は産業別グレード職務給
を適用

　提言では、まず、日欧の賃金制度や
雇用慣行、法制度を比較して、「欧州
諸国では賃金制度に関し、産業別のグ
レード職務給（産業別労使団体間の労
働協約の下、各産業の職種毎に技能グ
レード（等級）に応じた賃金率等を設
定）が、正規従業員、非正規従業員を
問わず共通に適用されている」点が、
わが国との大きな違いであると指摘す
る。
　また、「長い歴史のなかで、①労働
条件が産業別の労使関係で決定されて
いること、②採用は空きポストが出た
とき、社内外の経験者や有資格者を対
象に職務限定契約を結んで行うこと、
③一部の従業員を除き、昇進・昇格な
どキャリアルートが特定職務内に限定
されるなどの雇用慣行が醸成されてき
たこと」等も、わが国と異なる点であ
るとしている。
　さらに、法制度に関しても、「EU指
令に基づき、各国において有期契約労
働者やパートタイム労働者等の労働条
件を客観的な理由なく、比較可能な正
規従業員より不利に取扱うことを禁止
する立法がなされている」。
　こうしたことを背景として、欧州諸
国では一般的に、「パートタイム労働
者とフルタイム労働者などの比較にお

いて、『職務内容が同一または同等の
労働者に対し同一の賃金を支払う』こ
とを原則」に、「労働の質、勤続年数、
キャリアコースなどの違いは同原則の
例外として考慮する」という「欧州型
同一労働同一賃金」の仕組みが機能し
ていると指摘。その特徴は、同一労働
か否かの判断基準が「一時点の職務内
容」にあることとし、「正規、非正規
といった雇用形態を問わないグレード
職務給制度が社会的に確立しているこ
とを背景に、はじめて可能になってい
る」などと整理している。
　なお、「一時点の職務内容以外」の
賃金決定要素による待遇の違いについ
ては、欧州諸国では使用者に「合理性
の立証責任」を課している。この点に
ついて、提言は「正規従業員と『一時
点の職務内容』が同じ非正規従業員に
対し原則、同じ賃金とするという考え
方を労使で共有している中で、それと
は異なる待遇を導入したことの説明を
使用者に求めることに無理がないとい
う背景があると考えられる」としてい
る。

日本の賃金は企業内労使自治
で決定

　一方、わが国の賃金制度については、
「企業内の労使自治で賃金を決定して
いる」ため、「企業によって賃金の制
度内容は多様であり、時代によっても
変化している」と指摘。そして、企業
内労使自治に基づく賃金制度は、「長
期的な人材育成を重視したわが国の雇
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用慣行を反映したもの」であり、同一
労働同一賃金の議論でも、①キャリア
アップが一部の従業員に限定される傾
向にある欧州諸国と比べ、多くの若者
に能力発揮とキャリアアップのチャン
スが開かれている点、②わが国では新
卒一括・実務未経験者の採用が主流で、
実務未経験の若者でも希望者の９割以
上が就職できる基盤となっており、国
際的にみて若年層の低い失業率に大き
く貢献している点――など「雇用慣行
の良い面が損なわれることのないよう
にする必要がある」としている。
　そのうえで、「わが国の多様な賃金
制度や雇用慣行に十分配慮すれば、外
見上、同じように見える職務内容で
あっても、責任や熟練度、成果、所定
労働時間数などが異なれば同じ待遇と
せず、また『職務遂行能力』や『将来
的な仕事・役割・貢献度の発揮期待（人
材活用の仕方）』などの要素も加味で
きるようにしたうえで、『同一の付加
価値を企業にもたらすと評価される労
働に対して、同じ賃金を払うこと』を
許容すべきである」と主張した。
　こうしたなか、職務内容以外の様々
な事情も総合して、不合理かどうかを
判断する現行法（労働契約法第20条
やパートタイム労働法第８条・９条）
の基本的な考え方は、「わが国の多様
な賃金制度や雇用慣行と極めて親和性
の高いものであり、今後とも維持すべ
きである」と強調。また、「欧州のよ
うな職務を基軸とした人事賃金制度が
普及していない現状において、欧州型
の同一労働同一賃金制度を導入しよう
とすれば、わが国の雇用慣行は大きな
影響を受ける恐れがある」との危機感
を示した。
　他方、現行法制をめぐっては「運用
上、いくつかの課題があるのも事実」
として、「非正規従業員にとって、正

規従業員との待遇差の理由を理解しづ
らく、不満をもたれやすい要因となっ
ていること」を第一の課題に挙げ、「職
務内容や人材活用等を考慮しても説明
がつきにくいような、不合理な労働条
件の禁止を徹底するため、企業の労務
管理の自主的点検の例を参考として示
すガイドラインの策定、事業主が非正
規従業員に対し労働条件等の説明を促
す仕組みの検討が必要である」とした。
　また、第二の課題として「非正規従
業員は、労働契約法第20条など司法
判断の根拠規定に基づき、裁判所や労
働審判委員会に救済を求めることが出
来る」が、心理的抵抗や費用などの面
での躊躇があり「十分な救済が図られ
ていない可能性があること」を挙げ、
「正規従業員に比して不合理な処遇と
なっている非正規従業員が、行政機関
への相談、あっせん、調停といった現
行の簡易な救済制度をより利活用でき
るための工夫が求められる」とした。

「日本型同一労働同一賃金」
の基本的な考え方

　そのうえで、提言では「日本型同一
労働同一賃金」として、「職務内容や、
仕事・役割・貢献度の発揮期待（人材
活用の仕方）など、様々な要素を総合
的に勘案し、自社にとって同一労働と
評価される場合に、同じ賃金を払うこ
と」を基本的な考え方として、「ガイ
ドラインの策定や法制度の見直し、簡
易な救済制度の利活用等により、同一
企業における正規従業員と非正規従業
員の不合理な待遇差を禁止する現行
ルールの実効性を高める」べきである
とした。
　また、「正規従業員と非正規従業員
との間で『人事賃金制度等』が分かれ
ていることから、非正規従業員のキャ
リアアップや能力開発の機会が限定さ

れやすいという課題もある」として、
「不合理な待遇差の是正を図ることに
よる非正規従業員の待遇改善に加え、
意欲と能力のある非正規従業員に対し
て正規従業員への登用や教育訓練の機
会を積極的に広げていくことが重要」
などとした。
　そして、「官民が一体となって、①
日本型同一労働同一賃金の徹底と、②
非正規従業員の総合的な待遇改善を進
めることが、一億プランが指摘する正
規、非正規といった雇用形態にかかわ
らない均等・均衡待遇の確保につなが
るものと確信する」としている。

ガイドラインは自主点検用の
例示を

　今後、策定するガイドラインについ
ては、「労働契約法第20条、パートタ
イム労働法第８条、９条の現行法制を
前提に、職務内容や人材活用等を考慮
しても説明がつかず、個別労使が明確
に不合理と認識できる取扱いや改善が
求められる取扱いに絞ったうえで、企
業の労務管理における自主点検に資す
るものを例示することが適当」と指摘。
　具体的には、「①通勤費や食堂、更
衣室の利用など非正規労働者にとって
不満がもたれやすい事項であって自主
的な話し合いを促す対象となるもの、
②職務関連手当など、企業労使にとっ
て不合理か否かを明確に判断できるも
のに限るべき」であり、「正規従業員
と非正規従業員との比較は、同一企業
の同一事業場ごとに行うことが適当」
などとした。
　他方、「基本給・時給は多様な要素
で構成されているため、不合理か否か
を明確に判断できるガイドラインの策
定は困難」であり、また、「例えば退
職金（一時金・年金）や家族手当、単
身赴任手当、住宅手当、地域手当、燃
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料手当、転勤者用社宅・独身寮・社宅
の利用、法定外年休・休暇の付与、病
気休業、保養所利用、財産形成支援、
法定外健康診断等については、長期雇
用を前提に将来的な転居を伴う異動、
ライフサイクルに伴う支援を目的に措
置されている内容であるため、採用・
雇用管理区分がまったく異なる非正規
従業員との比較を一律にガイドライン
に盛り込むことは適切でない」などと
した。
　なお、「ガイドラインの策定にあたっ
ては、労働政策審議会で十分議論を尽
くすことが必要」としている。

現行の労契法第20条等を堅持
すべき

　政府が一億プランで掲げた、「非正
規従業員と正規従業員との待遇差に関
する事業者の説明義務」や「不合理な
待遇差に関する司法判断の根拠規定の
整備」を含む、労働契約法、パートタ
イム労働法及び労働者派遣法の一括改
正等に関しては、「労働契約法第４条は、
全労働者を対象に契約内容の理解を深
めることを使用者に課しているものの、
努力義務にとどまる」ため、「現行の
パートタイム労働法（第14条）を参
考にフルタイムの有期契約労働者に対
する説明措置の充実など、既存の説明
義務の見直し等を行うことが考えられ
る」などとした。
　また、「賃金制度の内容が企業ごと
に多様であり、労使の話し合いに基づ
き運用しているわが国においては、不
合理と認められなければ違法とは評価
しない現行の仕組み（不合理性要件）
が、実態に適合している」と強調。「例
えば、不合理性要件を合理性要件に変
更した場合、勤続年数、キャリアコー
スなどの要素が正規と非正規の格差の
合理的理由として法律上仮に認められ

たとしても、使用者は、基本給の〇万
円あるいは△％といった待遇差の幅の
合理性をも厳格に立証しなければなら
なくなる可能性が大きい」などとする
危機感を示し、「現行の労働契約法第
20条、パートタイム労働法第８条、
第９条は堅持すべきである」と強調し
ている。
　このほか、提言では「非正規従業員
の総合的な待遇改善」に向けて、「企
業の主体的な取組み」としての①正社
員化の一層の推進や、②賃金等の改善、
③多様な就労機会の提供、④非正規従
業員とのコミュニケーションの強化・
充実も挙げた。このうち、④について
は「処遇改善を含む労働条件の見直し
を行う場合には、パートタイム労働者
を対象とした就業規則の作成・変更時
にその過半数代表者から意見聴取を行
う努力義務（パートタイム労働法第７
条）の徹底や、組合のない事業場で就
業規則を変更する場合の過半数労働者
代表の選出手続きの徹底を図るほか、
非正規従業員の意見を積極的に聴く姿
勢が重要である」とした。
　一方、「非正規従業員の総合的な待
遇改善」に向けた「政府の取組み」と
しては、①学校教育段階の雇用のミス
マッチ対策や、②働き方に中立的な税
制・社会保障制度の実現、③中小企業
の生産性向上への支援などを挙げた。
そのうえで今後、官民が一体となって、
非正規従業員の処遇改善に向けた取組
みをさらに加速していくことにより、
「一人ひとりの就労ニーズと、処遇の
納得性・仕事のやりがいとが両立する
多様な働き方が増えていくものと期待
され」、結果として「正規従業員か非
正規従業員かという二分論を超え、非
正規従業員という言葉や概念のない社
会の実現が期待できる」などとした。

雇用形態間の均等待遇を／
連合

　労働組合ナショナルセンターの連合
はもともと、雇用形態の違いによる格
差を解消する「均等待遇」原則を法制
化するべきだと主張してきた。
　2001年の定期大会で確認した「パー
ト・有期契約労働法骨子」では、「合
理的理由がある場合を除いて、パート
タイム労働者及び有期契約労働者の処
遇（労働基準法に言う労働条件）につ
いて、所定労働時間が短いこと又は労
働契約に期間の定めのあることを理由
に、類似の労働者と差別的取扱いをし
てはならない」と盛り込んだ。
　また、処遇差の合理性や、均等にす
べき労働条件にどれが該当するかなど
については、2003年に中央執行委員
会で確認した「均等待遇の判断基準」
で明確にした。
　今回の政府の「同一労働同一賃金の
実現に向けた検討会」などにおける検
討に対応していくため、「雇用形態間
における均等待遇原則（同一労働同一
賃金）の法制化」に向けた考え方につ
いて、あらためて整理したうえで６月
16日の中央執行委員会で確認した。

法制化で合理的理由のない 
処遇格差を禁止

　それによると、まず、法制化の方法
については、「同一企業内における雇
用形態間の合理的理由のない処遇格差
を禁止する」としている。派遣労働者
の格差については、派遣先企業で直接
雇用される労働者との均等待遇を求め
ていく。
　適用すべき労働条件は、賃金・一時
金にとどまらず、慶弔休暇などの休暇
や通勤手当、福利厚生、安全衛生など
も含めた「待遇・処遇全般とすべき」
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と主張している。
　どのように法に規定していくかにつ
いては、まず、労働契約法に総則的規
定を置いたうえで、関係法も所要の見
直しを行う、としている。この場合、
総則的規定は強行法規であり、無効と
された部分を補完する直律的効力もあ
ることも併せて明記することを主張し
ている。
　「労働者と使用者の力関係による各
労働者の労働条件や人事管理に関する
情報の偏在を解消し、法律の実効性を
高めるため、合理性の立証責任は使用
者が負うものとする」とも強調。
　現在、検討が進められているガイド
ラインについては「労使が現場で合理
性の有無を判断する際の参考資料と位
置付ける」ことを求めている。

「合理的理由」として職務、
職務遂行能力の違いなど

　処遇差の合理性の判断要素や基準、
どの処遇や労働条件を均等にすべきか
については、2003年に確認した「『均
等待遇』の判断基準と実践の方法」を
基本にして次のように整理した。
　合理的理由の判断要素と基準につい
ては、（１）「合理的理由」となるもの、
（２）「合理的理由」とならないもの、
（３）一律に「合理的となる」と言え
ないもの、に分類。（１）「合理的理由」
となるものとしては、①職務の違い②
職務遂行能力の違い（キャリア、勤続、
公的資格等）③成果・業績の違い――
の３点を挙げる。①職務の違いは、具
体的には、職務内容の難易度、労働の
負荷（肉体的・精神的負担、労働環境）、
業務に要求される知識・技能（熟練度
資格・免許など）、責任の度合い（業
務に対する責任、利益目標に対する責
任）を指す。
　（２）「合理的理由」とならないもの

としては、学歴・性別、所定外労働の
可能性の有無、兼業規制の有無、雇用
契約期間の違い、採用手続きの違い、
を列挙した。
　（３）一律に「合理的となる」と言
えないものとしては、労働時間、休日、
夏季休暇など休暇設定の自由度、配転
／転勤の可能性の有無、雇用管理区分
の違い、を明示した。

合理的理由がない場合、賃金、
配置、昇進などは同ルールで

　一方、どの処遇・労働条件を均等に
すべきかについては、（１）「合理的理
由」がない場合には同じルールを適用
するものと、（２）「合理的理由」の有
無にかかわらず同様の制度を適用する
もの、の２通りに分けて明示。（１）
では、賃金や各種手当のほか、配置、
昇進、異動のルール、退職金、教育訓
練の機会などを挙げる。（２）では、
安全衛生や通勤手当、定年、解雇手続
き、福利厚生、慶弔等の休日・休暇を
挙げる。
　ただ、考え方は、処遇差の「合理的
理由」の判断要素・基準等は「あくま
で目安」であるとし、「これらの判断
要素・基準を参考に労使で話し合い、
使用者が賃金・処遇制度の合理性を説
明し、それぞれの労使関係における賃
金・処遇制度の納得性を高めていくこ
とが重要」と強調。
　職場では、個別企業の労使で交渉・
協議し、その際は「非正規雇用労働者
の声も踏まえた実質的な話し合いを行
うものとする」ことを求めた。なお、
派遣労働者については、派遣元の労使
だけでなく、派遣先労働組合も関与す
るとしている。
　その一方で、法の実効性を高めるた
め、就業規則で賃金規定を整備するこ
となどを検討課題に挙げた。

慎重な検討を求める意見を
表明／日商、全国中央会

　このほか、中小企業を主な会員とす
る日本商工会議所、全国中小企業団体
中央会からは、慎重な検討を求める意
見が出された。
　日本商工会議所が提出した資料（６
月29日）によると、同会議所の調査
で賃金差の合理的な説明に関する企業
の意識を聞いたところ、合理性がある
として挙げた項目は、「責任」「本人の
生産性」「将来の役割への期待」の順
で多かった。また、「合理的な理由」
に関する立証責任について、三村会頭
が今年２月の一億総活躍会議で発言し
た内容として、「企業側にのみ課せら
れるとすれば、現場に大変な混乱を引
き起こす」との意見を掲載している。
　全国中小企業団体中央会は、提出し
た資料（６月29日）の中で、「中小企
業と大企業の従業員の賃金格差は、依
然として存在。中小企業と大企業との
賃金格差の解消が最優先」「従業員規
模が小さな企業では、ほとんど賃金表
がないのが実態」「中小企業にとって、
対応可能なガイドラインの検討が重
要」「中小企業にとって『同一労働同
一賃金』は、非正規従業員だけの待遇
改善、格差是正を行うだけでは困難」
などの意見表明を行っている。

（調査・解析部）


